
1. はじめに

観光学研究　第11 号　2012 年3 月

航空市場 の構造変化 と空港経営
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1970 年代末､ 米国の国内航空輸送の規制緩和に始まった航空自由化は､ その後､ 世界的な潮流と

なった｡ 現在､ 各国の航空会社は生き残りをかけて激しい競争を展開している｡ 競争市場の創設は

寡占化を促す とともに､ 運賃水準の低下､ 運賃体系の多様化､ さらには技術革新をもたらすものと

期待 された｡ 実際､ 国際航空市場では､ 既存の大手航空会社（Network Carrier以下｢ ＮＣ｣ ）間の企業

合併や統合､ あるいは戦略的提携が相次いだ｡ そ うした中､ 運賃が破格に安い航空会社､ い わゆる

｢格安航空会社｣（Ｌｏｗ Cost Carrier 以下｢ ＬＣＣ｣ ）が活躍､ そのｼｪｱ を拡大させている｡ ＬＣＣは

資本力や経営規模では ＮＣ に劣るものの､ その優れたｺｽﾄ･ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ によって ＮＣ に強い

競争圧力 をかけてい る｡ 不況で運賃に敏感になったﾋﾞｼﾞﾈｽ 旅客がＬＣＣに流れるなどＮＣへの逆風

がＬＣＣ への追い風ともなっている｡ 多くの ﾋﾞｼﾞﾈｽ 旅客がＬＣＣﾍｼﾌﾄ していることもあり､NC

の ﾋﾞｼﾞﾈｽ 需要はもはや回復しがたい状況にある1）｡

い うまでもなく､ 世界の航空市場は､9.11 同時多発ﾃﾛ や新型ｲﾝﾌﾙｴﾝ ｻﾞの流行､ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

など､21 世紀に入ってから頻発する危機に構造的な変化 を来たしている｡ とりわけ短距離

線市場におけるＬＣＣの急速な進出とｼｪｱ の拡大は無視できない状況となっている｡ わが国でも国

内航空輸送の規制緩和から10 年 が経過し､ 航空市場の構造変化 が進んでい る｡［国際線も世界的な航

空自由化､ｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ の流れから市場構造のみならず航空会社の経営に大きな影響を与 えてい

る｡ こ うした航空市場の構造変化は､ わが国の航空当局や航空会社､ さらには空港 （会社） が早急

に対応しなければならない政策課題を浮かび上がらせてい る｡

本稿はＬＣＣ の進出に象徴される航空市場の構造変化を､ 航空政策､ 空港経営との関係 から検証す

る｡

2｡ 国際航空市場の構造変化 とLCC

LCC は､1971 年､ 米国ﾃｷｻｽ 州で運航を開始したｻｳｽｳｪｽﾄ 航空を嘆矢とする｡ｻｳｽｳｪｽﾄ

航空は､ 当初､ わずか3 機の旅客機からｽﾀｰﾄ した｡　しかし､ 現在では､ 旅客数でﾕﾅｲ
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ﾃﾞｯ ﾄﾞ航空やｱﾒﾘｶﾝ 航空と肩を並べるほどの航空会社に成長している｡

世界におけるＬＣＣの供給座席数ｼｪｱ は2001 年の8% から2009 年には22% と3 倍弱の伸びを見

せた｡ ＬＣＣが運航する短距離線に限れば30% に達する（図1 参照）｡なお2000 年までに世界で50

社のＬＣＣが誕生したが､ うち14 社が倒産､ また2000 年以降､128 社のＬＣＣが誕生したが､38 社

が倒産､2009 年末時点で126 社が存在していた｡ 上記期間についてみれば178 社のＬＣＣが設立さ

れ､52 社が倒産したことになる｡

(百万)
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出所　CAPA(Center for Asia Pacific Aviation)､ 丹治[2010153 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 図1

2｡1　LCC の台頭

2001 年の9.11同時多発ﾃﾛ 及びその後の幾つかの危機は戦後世界の航空ｼｽﾃﾑ､ 空港経営に大

きな変化をもたらした｡ 特に短距離線市場でのＬＣＣの躍進とＮＣの長期にわたる経営不振はその典

型といえる｡日本の航空会社も株式会社日本航空(ＪＡＬ)の経営破綻に見られるようにきわめて厳しい

状況下に置かれている｡

数多くのＬＣＣが登場したEU   (European Union : 欧州連合)域内市場では､ 航空会社間の競争が激

化している｡ その結果､ 航空運賃が大幅に低下､ 航空旅客は大きな便益を得た｡ 旅客便のみならず

貨物便でも運賃の低下が見られる｡ 航空自由化はこのよう形で社会厚生の向上に貢献している｡

ＥＵ のＬＣＣはｻｳｽｳｪｽﾄ 航空のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓ ﾃﾞﾙ を踏襲しているが､ ＮＣやﾁｬｰﾀｰ 航空会

社も価格競争への対応やﾚ ｼﾞｬｰ 需要構造の変化などから相次いでＬＣＣを設立している｡特にﾗｲｱﾝｴｱ

は空港や空港関係自治体との交渉から空港使用料の引き下げや補助金など各種特典を受け､
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価格･ﾈｯﾄﾜｰｸ 上 の競 争力 を 強化 してい る2 ）｡

2.     2　ASEAN の航空 市 場 とLCC

東 南ｱ ｼﾞｱ 諸 国 連合（ＡＳＥＡＮ）も航 空 自由化 へ の取 り組 み を進 め てい る｡ ASEAN の航空 輸 送 の増

大は 貿易 自 由化 の進 展 と多 国籍 企業 の対 外直 接投 資 の拡 大 によ る｡ ＡＳＥＡＮ にお け る ＬＣＣ の台頭 は

規制 緩和 や航 空 自由化 が関係 し てい る｡ ASEAN の航 空 自由化 は 始まっ た ば か りだ が､ 現在､ 次々

とＬＣＣ が誕 生 し てい る｡ｱ ｼﾞｱ 太 平洋 市揚 でも2000 年 に ﾊﾞｰ ｼﾞﾝ･ ﾌﾞﾙｰ （ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ）が､2001

年 にｴｱｱ ｼﾞｱ （ﾏﾚｰｼｱ ） が国内 線 に参入 した｡ 国 際線 では2003 年 にｴｱｱ ｼﾞｱ がｸｱﾗﾙﾝ

ﾌﾟｰﾙ ～ ﾊﾞﾝｺｸ 線 に 参入 してい る｡ 韓 国､ 日本､ 中国 も遅 ればせ なが ら ＡＳＥＡＮ とのｵｰ

ﾌﾟﾝｽｶｲ 協定 の 締結 に向 け て動い てい る｡

ｴｱｱ ｼﾞｱ は､2009 年､ ｸﾞﾙｰ ﾌﾟ全体 の輸 送旅 客数 が対 前年 比24% 増 の2,270 万人 を突破 し た｡

韓国 では 国 内線 ＬＣＣ のｼｪｱ が拡大､2009 年9 月 には31% となっ た｡ そ れ にし ても ＬＣＣ の ﾋﾞ ｼﾞﾈｽﾓ

ﾃﾞﾙ がこれ ほ ど早い ﾍﾟｰｽ で航 空 市場 に普及 す る とは 誰 も予想 し なかっ た｡ｱ ｼﾞｱ 太平 洋 航空

連合（ＡＡＰＡ）のﾄｯ ﾌﾟで さえ､ つ いﾌ､8 年 前､｢ｱ ｼﾞｱ では欧 米 の よ うに ＬＣＣ は発 展 しない｣ と公

言 して はば か らな かっ た く らい で ある3 ）｡

ＡＳＥＡＮ の航 空 市場 は､ 現在､ （1944 年 のｼｶ ｺﾞ会議 と1946 年 に米英 間で締 結 され た ﾊﾞﾐｭｰ ﾀﾞ

Ｉ をﾓ ﾃﾞﾙ とす る ） ﾊﾞﾐｭｰ ﾀﾞ体 制に 基づ く二 国 間協 定 を撤廃､ 単一 航空 市場 の創 設 に向 かっ てい

る｡ 人やﾓﾉ の交 流 が活発 化 す る中､ そ の媒 体･ 手 段 となる 情報 通信 や交 通ﾈｯﾄﾜｰｸ の整 備 は

重 要な課 題 であ る｡ 特に､ 労働 力､ 資 源な ど､ 比較 優位 に基づ く 生産 ﾌﾞﾛｯｸ が 分散 立地 され た 工

程 間分業 を成 功 させ るた めに は､ ＡＳＥＡＮ 自由貿 易 地域（ＡＳＥＡＮ Free Trade Area : ＡＦＴＡ）で 講 じ られ

てい る 関税 の撤 廃､ 貿易､ 投 資 の円滑化､ 対 内 直接 投 資 の誘 致 の他､ 人的 交 流､ 輸 送､ 通 信な ど､

各 種取引 に 関 わる 費用 を 低減 させ てい く必 要が あ る｡ こ うし た輸 送時 間 の短縮 やｺｽﾄ 削 減 におい

て航 空輸 送 の果 た す役 割 は大 きい｡

一方､ わが国 の 航空 市場 は､ これ まで ｸﾞﾛｰ ﾊﾞﾙ な航 空 自由化 の進展 の中で､｢ 閉 鎖的｣ とま で擲

楡 され てい た が､1980 年代 以 降､ 徐 々に 自由化 へ と向 かい つ つ あ る｡ もっ と も､ わ が国 の新 規航 空

会社 （ｽｶｲﾏｰｸ､ｴｱ ﾄﾞｳ､ｽｶｲﾈｯﾄｱ ｼﾞｱ､ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ ） は､ 諸 外 国 の新 規参 入

企業 に 比 べ､ 規模 拡 大 速度 が極 めて遅い｡ 国内 線 に 占 めるｼｪｱ も8% だ し､ 国 際線 へ も未 進 出で

あ る4 ）｡

航 空 需 要は 経 済成 長 に伴 う個 人所 得 増に 比例 し て増 加 す る｡ ＡＳＥＡＮ 加 盟国 の多 く は 経済成 長 過

程 にあ り､ 経 済危 機 やﾃﾛ があ っ ても 航空 需要 は 一時 停 滞 の後 伸び る｡ ASEAN 単一 航空 市 場 の実

現 と航空 自由化 の進 展は 当該 地域 のＬＣＣ の需 要 増 によ り一 層 の拍 車を かけ るこ と にな ろ う｡

2.     3. 国 際航 空 の 自由 化と ｸﾞﾛｰ ﾊﾞﾙｱﾗｲｱﾝｽ

国境 を越 え た合 併･ 買 収は 一部 航空 会社 に限 定 さ れる が､ 航空 会 社 間の提 携､ すな わちｱﾗｲｱﾝｽ

（alliance）は 国 際的 な 事業 展 開 の取 り組 み として 積 極 的に活 用 されてい る5 ）｡ｱﾗｲｱﾝｽ に加

盟 するﾒﾘｯﾄ は 他 のﾒﾝ ﾊﾞｰ の航空 会社 の生 産 資源 を 活用 す るこ とで､ 費 用 をか けず に 国際 線ﾈｯﾄﾌｰ

ｸﾞを 拡大 で き るこ とにあ る｡ 具 体的 には､ｺｰ ﾄﾞｼｪｱ に よ るﾈｯﾄﾜｰｸ の拡 大､ﾗｳ
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ﾝ ｼﾞの共同利用や備品の共同購入といったｺｽﾄ 削減､ 共同ﾏｰｹﾃｨﾝ ｸﾞ､ﾏｲﾚｰ ｼﾞｻｰ ﾋﾞｽ

の共通化などである｡ 国際線の自社展開には需要がどれだけ見込めるか二国間交渉を経なければな

らない不確定要因があるが､ｱﾗｲｱﾝｽ はこのようなﾘｽｸ を回避できるﾒﾘｯﾄ がある6）｡

わが国の航空自由化は2007 年に提示されたｱ ｼﾞｱ･ ｹﾞｰﾄｳｪｲ 構想を契機に始められたもので､

米国型のｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ 協定に類似した二国間協定を基本としている｡ 2007年の韓国､ﾀｲ を皮切

りに､2008 年にﾏｶｵ､ 香港､ ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾏﾚｰｼｱ､ｼﾝ ｶﾞﾎﾟｰﾙ､2009 年にｶﾅ ﾀﾞ､ 米国､2010

年にｽﾘﾗﾝｶ と､ 計10 力国･ 地域とのｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ 協定を締結した｡ｱ ｼﾞｱ における日本の国

際線需要はｲﾝ ﾊﾞｳﾝ ﾄﾞ､ｱｳﾄ ﾊﾞｳﾝ ﾄ 両゙面で十分なﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ がある｡ 今後､ 中国以遠の中･

長距離Ｌｃｃが日本発着の国際線市場に進出する可能性もある｡

ｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ はわが国の航空業界にとって好ましい一面かおる｡ 例えば､ 日米の航空自由化を

受け､ 米国へのATI   （米国独占禁止法の適用除外）申請が可能となる｡ これは運賃や運航ﾀﾞｲﾔ な

どｱﾗｲｱﾝｽ･ ﾊﾟｰﾄﾅｰ との戦略的な提携を可能にする｡ それがわが国航空会社の経営効率の

改善につながれば運賃の低下となり､ 利用者にとって大きな便益が生じる｡ ただATI 申請によって

市場が寡占化､ 運賃が高止まりとなれば､ｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ の理念も形骸化する｡

3. 空港 政策の転換と空港経営

3.    1　空港政策の課題

1980年代以降､ 世界的に空港の民営化･ 商業化が拡大し､ 空港経営をとりまく環境は年々厳しさ

を増している｡ そのような中で､ わが国はｱ ｼﾞｱ･ ｹﾞｰﾄｳｪｲ 構想を機にｱ ｼﾞｱ に照準を合わせ

た航空自由化への政策転換を図った｡ 具体的には空港容量の余力､ 権益評価､ 利用条件を考慮した

上での空港別対応である｡ 実際､ 首都圏では拡大する航空需要に対応するため､ 発着処理能力の拡

充や東ｱ ｼﾞｱ 地域の経済拠点に向けた戦略的な国際空港整備が推進されている｡　しかし､ 多くの地

方空港は､ 近年､ 旅客取扱量を縮小させる傾向にある｡ 自由化の進展が避けられない中､ 今後､ 空

港を取り巻く環境変化で重視されるべき課題は､ 国際航空自由化の進展と空港整備･ 運営の分権的

意思決定､ ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ の確立である｡

2010 年は成田（国際）空港の発着回数の増加や東京国際空港（羽田）の4 本目の滑走路完成に伴

う国際線の本格的展開かおり､ 航空業界にとって､ 戦略上､ 重要な1 年となった｡ 羽田空港Ｄ滑走

路の供用開始は発着枠を大幅に拡大するもので､ 国内線の増発のみならず国際線の一部乗り入れや24

時間運用を可能にした｡ もっともわが国では今後これ以上の大幅な航空需要の増加は期待できな

いことから､ また航空会社の経営安定化という観点から､ 空港経営において､ 今後､ いかにｺｽﾄ

削減を図っていくかが重要な課題となる｡

3.    2　運航ｺｽﾄ と路線設定

わが国の航空会社はこれまでその高ｺｽﾄ 体質を指摘されてきたが､ ＪＡＬ､ 全日本空輸株式会社

（ＡＮＡ）とも､ 近年､ 営業費用に占める人件費比率を下げている｡ 航空会社の収入は旅客収入と貨物
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収入に分けられる｡ 路線ｺｽﾄ は変動費と固定費（貢献費用）､また変動費は（旅客数によって変動

する）旅客変動費と（機材の運航形態によって変動する）運航変動費からなる｡ 利益指標として重

要なのが限界利益と貢献利益である｡ 限界利益は､ 管理会計上､ 売上に応じて変動する材料費､ 直

接労務費などの費用を売上高から控除して算定する利益である｡ 貢献利益は限界利益から個々の商

品販売に直接関与した固定費（直接費）を控除した利益である｡ したがって､｢ 貢献利益＝限界利益

一直接固定費｣ という関係が成立する｡

路線ごとの収支評価において限界利益はもとより貢献利益ﾍﾞｰｽ で相当量の利益が得られると評

価されれば､ 路線設定が高い確率で行われる｡ が､ それが全てではない｡ 長距離国際線は数日間単

位で往復を繰り返すため比較的単純だが､ 国内線は目的地空港から別の空港へ飛行し､ その後､ 基

地空港に戻り､ 別の路線に入ったり､ 目的地空港に戻ったり､ 複雑な運航ﾊﾟﾀｰﾝ を描く｡ 航空機

材には一般的な整備費の他､（予期しない）故障､ﾄﾗ ﾌﾞﾙ といった問題がある｡ 故障の場合､ 当該

機材の整備が便利な基地空港に戻すことになるが､ ある地方空港の羽田路線が路線単体での利益を

保証されたとしても当該機材の描く運航ﾊﾟﾀｰﾝ 全体の利益が保証されなければ路線設定は困難で

ある｡ 地方空港と自治体が当該路線だけ見て利益が確保されると思っても航空会社側で運航するか

否かわからない｡ 航空会社は全体の最適化の中で路線設定の判断をせざるをえないからであるV)｡3.

    3　空港経営の一体化

諸外国の空港運営主体は､ 国､ 地方政府､ 公社､ 公団､ 民間会社と様々だが､ 一般に空港全体の運

営主体は一つである｡ つまり空港はｴｱｻｲ ﾄﾞとｺﾏｰｼｬﾙｻｲ ﾄﾞが一体的に運営･ 管理されてい

る｡ 空港経営の基本は空港全体が一つの運営主体によって経営されることにある8）｡わが国の空港経

営は､ 空港ﾋﾞﾙ 会社が空港設置管理者の認可を得て土地を借用し運営していることを考えれば､ 設置

管理者たる国､ 地方自治体が最終的な責任を持って空港全体の管理･ 運営を行っている､ といえなく

もない｡ が､ｴｱｻｲ ﾄﾞ（基本施設）とﾀｰﾐﾅﾙ （ｺﾏｰｼｬﾙｻｲ ﾄ ）゙の所有･ 管理者が分かれ

ているため､空港の高率的な運営という点からみれば､ｴｱｻｲ ﾄﾞとﾀｰﾐﾅﾙ の一体化が望まれる｡

両ｻｲ ﾄﾞの一体化によって範囲の経済性が発揮されるからである｡ 会社管理の3 空港を除けば､ わが

国では｢ 管理責任としての一体的運営｣ はあっても､ 本来の意味での｢ 一体経営｣ はなかったといっ

てよい｡

ｴｱｻｲ ﾄ どｺﾏｰｼｬﾙｻｲ ﾄﾞの分離経営は非効率となる可能性が高い｡ さりとてｺﾏｰｼｬﾙｻｲ

ﾄﾞの黒字で空港全体の赤字をｶ ﾊﾞｰ する内部補助も好ましくない｡ 経営ﾘｽｸ が拡大するか

らである｡ 一体化については運営管理上のｺｽﾄ 低減策について十分検討する必要かおる｡ ただ青

森空港などの場合､ 一体化しても除雪費を考えるとどこまで効果かおるか疑問である｡ 地方空港は

公共性が高いｲﾝﾌﾗ ゆえ､ 自治体､ すなわち､ 県民の理解を得ながら財政投入を図りつつ､ 管理

経費を縮減していくことが求められよう｡

3.    4　関西国際空港と大阪国際空港の統合

空港経営という観点から赤字経営の空港が問題視されている｡ 2010年9 月に発表された国管理の26

空港の収支推計結果（2007 年度）によれば､（一般会計からの受け入れを収入に含めず）空港整備
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事業費などの減価償却費を支出に計上した企業会計で黒字計上できたのは､ 新千歳､ 大阪（伊丹）､

小松､ 広島､ 熊本､ 鹿児島の6 空港のみで､ 残りの20 空港は赤字だった｡ 但し､ 図2 及び図3 に見

るように､ 空港ﾀｰﾐﾅﾙ ﾋﾞﾙ 会社の経営は（1 社を除き）いずれも黒字を計上している｡

(100 万 円)
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図2　 空港ﾀｰﾐﾅﾙ ﾋﾞﾙ 会社の営業利益 （国管理空港）
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出所：｢今後の空港運営のおり方について｣ 航空政策研究会（2009年3 月）､引頭［2011]62ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 図2

図3　 空港ﾀｰﾐﾅﾙ ﾋﾞﾙ 会社の営業利益（地方管理空港）

(100 万円)

6,000

5,000

4.000

3,000

2,000

1,000　

0
旭
川 Ｈ 中

標
津

女
満
別

Ｈ 山
形

庄
内

秋
田

大
館
能
代

福 富 能 松 神島
山 登 本 戸

佐
賀

山
口
宇
部

岡
山

石
見

出
雲

鳥
取

南
紀
白
浜

出所：｢今後の空港運営のおり方について｣ 航空政策研究会（2009 年3 月）､引頭［2011］62ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 図3
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わが国の空港は公共事業の一つとして国または地方自治体によって整備されてきたため空港管理

者は｢ 採算性｣ という認識をほとんど持だなかった｡ これまでの空港設置管理者の役割は公共交通

機関としての航空輸送を安全かつ安定的に維持するための機能を継続的に提供することにあり､ 空

港の管理運営をﾋﾞｼﾞﾈｽ という枠組みで捉える必然性はなかった｡ しかし､2010 年5 月､ 国土交通

省成長戦略会議･ 航空分科会は､ わが国の経済成長に貢献する航空政策への変革に向けて6 つの戦

略を盛り込んだ最終提言を発表した9）｡そして､｢ 戦略3｣ において｢ 民間の知恵と資金｣ を徹底的

に活用し､ 市場ﾒｶﾆ ｽﾞﾑ が機能しうる空港経営を提言している｡ また｢ 戦略4｣ では巨額負債を

抱えた関西（国際）空港と大阪国際空港（伊丹）の経営統合及び両空港の事業運営権の一体化を提

言した（図4 参照）｡

図4　 国土交通省の関西･ 伊丹両空港の統合案
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出所　 国土交通省資料､ 酒井[2011]73 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 図1

成長戦略会議による関西2 空港の一体化は運営権の売却によるｺﾝｾｯｼｮﾝ 方式である｡ 国営

の伊丹空港を官民出資の株式会社として持ち株会社を設立､ 関西空港と伊丹空港を傘下に置き､ 最

終的に持ち株会社が持つ両空港の運営権を民間に売却､ 関西空港の有利子負債の圧縮に充てるとい

うものである｡ その上で空港経営をｱｳﾄｿｰｽ､ いわゆるｺﾝｾｯｼｮﾝ とし､ ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ

の改善を図り､ 首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生させようとしている｡ およそ1 兆円の負

債をかかえる関西空港のこうした救済策は収益性の高い伊丹空港を活用し､ﾘﾆｱ 中央新幹線開業

後の伊丹空港の廃港跡地の売却をも念頭に置いている｡ その実現には関西空港の収益力の確保と経

営権の評価が鍵となろう｡

4. 空港 民営 化と地方空港の経営課 題

4.    1　空港の民営化

民営化は空港の経営権ないし所有権を合め民間部門への委譲や移行を意味する｡ 空港経営に大き

な影響力をもつのが民営化である｡ わが国の空港は国際競争力の強化から滑走路等の保有と空港夕
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－ﾐﾅﾙ ﾋﾞﾙ が別組織（上下分離）であることや空港整備勘定のﾌﾟｰﾙ 制ゆえ効率院の面で問題が

指摘されている10）｡

空港民営化の方法は売却型､ 契約（ｺﾝｾｯｼｮﾝ ）型､ 運営委託などに分かれる｡ 売却型は株

式上場による政府持分の売却（ＩＰＯ）､特定の民間企業や企業連合への株式の一部または全部の売却

（ﾄﾚｰ ﾄ ）゙などに分かれる｡ 契約型は資産の所有権を政府に残しつつ､ 空港運営権を民間に売却

する方式と､ 単に期間を限定し､ 空港の維持･ 運営を民間に任せる方式などに分かれる｡

わが国では国内の空港配置と羽田の再拡張が終ったことで､ 空港政策の中心は整備から運営へ移

行した｡ 空港業務についても施設の管理と安全運航の確保に代わって効率的な施設利用の促進が重

視されるようになった｡航空会社が民間会社である以上､効率性を追求するのはいうまでもないが､

空港運営における効率性の追求は意外に新しい課題といえる｡

空港整備の財源は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定（旧空港整備特別会計）によってい

る｡ 平成23 年度の空港整備勘定の予算額は3,264 億円（前年度4,593 億円）たった｡　うち空港使用

料収入と雑収入の合計は2,544 億円､ 一般会計からは719 億円か計上されている（うち6 割は航空

機燃料税で､純粋な一般財源は297 億円である）｡営業経費についてみると空港等維持運営費が1,790

億円､ 投資的経費は1,474 億円となっている｡ そのほとんどが東京国際空港（羽田）整備の借入金

返済（1,001億円）に充てられている｡ なお羽田の再拡張事業が一段落したことから平成23 年度の財

政投融資（前年度687 億円）はなくなった｡

空港整備勘定の債務（8,777億円）返済に特に問題はない｡ また空港ﾀｰﾐﾅﾙ ﾋﾞﾙ を運営する空港

ﾋﾞﾙ 会社についても国管理等の25 空港は黒字となっている（経常損益204億円､売上高2,489億円）｡

これをみると空港整備勘定は十分持続可能な制度だといえる｡ 問題はこれまで個々の地方管理空港

がいかなる収支の下に運営されてきたか長い間情報開示されてこなかったことである｡ それが､ 近

年､ ようやくその財務情報が一部開示されるようになった11）｡

4.    2　地方空港の経営

国が整備してきた（地方）空港では国が維持管理費を負担するため当該空港自治体に積極的な関

与を期待することは難しい｡ 地方空港は国内線の利用実績の低迷に苦しんでいるところが少なくな

い｡ 航空会社は規制緩和の進展による競争の激化に加え､ 燃料費高騰､ 景気低迷などから採算性の

悪い地方路線の縮小に着手している｡ 地方空港は､ 今後､ 国内線需要の縮小やＪＡＬの路線撤退計画

により路線数や便数が減少していく｡ そうした中､ 海外ＬＣＣの地方空港への乗入れに期待がかけら

れている｡ 成田空港や羽田空港の国際線発着枠増加分を海外ＬＣＣに振り向けることもあるだろう｡

規制緩和がもたらした過去20 年間の国内航空ﾈｯﾄﾌｰ ｸﾞの変化を路線数からみると､規制緩和

直前の1985 年度まで165 前後で推移していたものが1986 年度の規制緩和以降､ 増加に転じ､1997

年度には275 を記録した｡　しかし､ その後は今日まで減少傾向が続いている｡ 航空会社の動きをみ

ると需給調整とｺｽﾄ ﾀﾞｳﾝ に努め､ 地元とのしがらみを振り切って長距離直行便を休止したりし

ている｡ 例えば､ ＡＮＡは､ 中標津､ 石見､ 佐賀､ 沖縄離島など需要が少ない羽田直行便を削減､ そ

の発着枠を高需要路線に回して増収を図っている12）｡
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地方空港の国際化は1980 年代後半に開始され､ わが国の航空会社も1990 年代前半､ 国際便の就

航を活発化させたが､1990 年代後半以降､ 撤退が進んだ｡ 代ってｱ ｼﾞｱ の航空企業が就航するよう

になった｡ 空港やその関係自治体が空港使用料の割引及び各種特典を通して航空会社の就航を支援

する措置は決して珍しいことではない｡ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ･ ﾊﾞｰﾝ 空港ではB737ｸﾗｽ の航空機に

対して着陸料を免除している｡またｺ ﾍﾞﾝﾄﾘｰ 空港ではＬＣＣに対してのみ乗務員の宿泊ｻｰ ﾋﾞｽ

を提供している｡ｾｶﾝ ﾀﾞﾘｰ 空港や地方空港が航空利用者の獲得をめぐってﾊ ﾌﾞ空港と競争して

いる場合､ ＬＣＣと長期にわたる運航契約を結び､ 空港使用料の割引や各種特典措置を講じている｡

こうした空港･ 航空会社間の関係は川上市場（＝航空会社）と川下市場（＝空港）の垂直的統合

ともいわれ､ 航空市場の独占化や互恵取引･ 価格ｽｸｲ ｽﾞから競争体系を歪める恐れかおる｡ 厳格

な参入規制が課されていた時代は特定の航空会社を対象に不採算路線の損失を補填する行為が見ら

れたが､ 航空自由化が進展した現在､ そのような（ＬＣＣに対する）空港使用料の割引や特典は競争

阻害の要因と判断される可能性がある13）｡

5｡ むすび

観光庁によるﾋﾞｼﾞｯﾄ･ ｼﾞｬ ﾊﾟﾝ･ｷｬﾝ ﾍﾟｰﾝ や規制改革会議によるｱ ｼﾞｱ･ｵｰ ﾌﾟﾝｽｶｲ

構想など航空･ 空港関連の施策から旅客需要の増大が期待された｡　しかし､ 実際には大都市圏以外

の地方空港は路線数減少により苦境に立だされている｡ 1970年に空港整備特別会計が創設され､ 航

空機燃料税など各種の公租公課が設置され､ その後､ 何度か値上げが繰り返された結果､ わが国の

航空会社は世界的に見てかなり高い公租公課を払わされている｡ 公租公課以外でも空港施設の利用

料金は一般に高く､ わが国航空会社のﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｽｸ を高くしている14）｡

空港民営化の議論もあるが､ 多くの地方空港が赤字経営に苦しむ状況ではその引き受け手はない

であろう｡ これを実現するためには様々な技術規制も含めた規制緩和を推進するとともに空港経営

を地域あるいは民間の手に委ねる制度改革が必要となる｡ そのためにはﾌﾟｰﾙ 制で運営されている

空港整備勘定を解体し､ 地域､ 民間の手に委ねるような環境整備､ 制度改革を推進していく必要が

ある｡｢ 空港の配置的側面からは概成した｣ といわれるわが国の空港政策は､ 今後､ 空港の整備より

運営のおり方に焦点が移る｡ そうした中で､ 地方空港は､ 今後､ 極めて厳しい環境下に置かれる｡

地方政府にとっても空港運営のおり方は大きな政策課題となってくる｡

[注]

Ｄ こうした状況にNC は合併や国際提携の強化に加え､ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓ ﾃﾞﾙ のﾊｲ ﾌﾞﾘｯ ﾄﾞ化で対抗しようとし

ている｡ ＬＣＣ の中にも新たなﾋﾞｼﾞﾈｽ 旅客の獲得を目指してﾊｲ ﾌﾞﾘｯ ﾄﾞＬＣＣ 化する動きかおる｡ 丹治

(2010]51～52 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

2)1993 年の共通航空政策｢ ﾊﾟｯｹｰ ｼﾞⅢ｣ の発効以後､ﾗｲｱﾝｴｱ やｲｰ ｼﾞｰ ｼﾞｪｯﾄ をけじめとするLCC　　

が目覚しい成長を遂げ､2011 年までにEU 航空市場の41% まで占めると予測された｡ｲｰ ｼﾞｰ ｼﾞｪｯﾄ の

平均運賃は2001 年度までは英国航空に追随していたが､2002 年度をﾋﾟｰｸ に減少に転じている｡ 2005～
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2007 年の3 年間は0.5(UK ﾍﾟﾝｽ ／人ｷﾛ) 台で英国航空と比べ0.1 UK ﾍﾟﾝｽ 低い｡ またＥＵのＮＣとLCC　

の費用構造を比較するとﾗｲｱﾝｴｱ は燃料費を除く全ての項目においてNC､ ＮＣのＬＣＣ､ﾁｬｰﾀｰ 航

空会社のＬＣＣよりも低い割合の費用構造となっている｡ 小熊[2010]61～63 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

3]ｱ ｼﾞｱ 太平洋市場における2001 年のＬＣＣのｼｪｱ は1% であった｡ それが2009 年には16% にまで拡大し

た｡ ＬＣＣ の歴史が浅いこと､ ＥＵ のように市場が統一されていない二国間協定ﾍﾞｰｽ の制限的な枠組みを

考えると､ この数字は驚異的である｡ ただｱ ｼﾞｱ 太平洋市場の航空自由化は､ 路線､ 輸送力に関する制約

条項の撤廃が大部分を占め､ＥＵのようなｶ ﾎﾞﾀｰ ｼﾞｭ の行使や三国間輸送の承認を伴う完全自由化には程

遠い｡ 小熊[2009169～72 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 丹治(2010J54～57 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

4)1998 年就航のｽｶｲﾏｰｸ に3 年遅れて就航したｴｱｱ ｼﾞｱ はすでに5 倍以上の規模で国際線でも活躍し

ている｡ 丹治[2010]62ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

5]1990 年代後半から航空会社がｸﾞﾙｰ ﾌﾟを形成し､ 多岐にわたる領域で提携を実施するｸﾞﾛｰ ﾊﾞﾙｱﾗｲｱ　ﾝｽ

が主流となっている｡ NC はそれぞれ3 大国際提携ｸﾞﾙｰ ﾌﾟ(ｽﾀｰｱﾗｲｱﾝｽ､ﾜﾝﾜｰﾙ ﾄﾞ､

ｽｶｲﾁｰﾑ) のいずれかに所属し､ ＬＣＣが参入しにくい長距離国際線市場を死守する構えである｡ｺﾝ　ﾁﾈﾝﾀﾙ

航空はﾕﾅｲﾃｯ ﾄﾞ航空との提携深化を図るため提携ｸﾞﾙｰ ﾌﾟをｽｶｲﾁｰﾑ からｽﾀｰｱﾗ　ｲｱﾝｽ

に鞍替えした｡ またﾕﾅｲﾃｯ ﾄﾞ航空との合併協議を再開した｡ 遠藤[2010b]4～11 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 小島

[2010149～58 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

6]2009 年､ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ 航空はｽｶｲﾁｰﾑ からｽﾀｰｱﾗｲｱﾝｽ に移籍した｡ その結果､ 全日本空輸

株式会社(ＡＮＡ)はﾕﾅｲﾃｯ ﾄﾞ航空に加え､ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ 航空のﾈｯﾄﾜｰｸ も活用できるようになっ

た｡ 今後､ＥＵ･ 米国の航空自由化の進展によって航空業界の再編が進み､ 航空会社のｱﾗｲｱﾝｽ 間の移

籍が起こるかもしれない｡ なおＡＮＡは1999 年にｽﾀｰｱﾗｲｱﾝｽ に加盟､ 自社展開からｱﾗｲｱﾝｽ　

を活用した展開へと早期に方針を転換した｡ 一方､ ＪＡＬ は容易に自社展開から脱却できず､ｱﾗｲｱﾝｽ　

への加盟が遅れた｡ このことが経営破綻の一因になったとの指摘もある｡JAL をめぐってはﾜﾝﾜｰﾙ ﾄﾞ

とｽｶｲﾁｰﾑ との間で駆け引きがあった｡ ﾃﾞﾙﾀ 航空の所属するｽｶｲﾁｰﾑ がＪＡＬのﾜﾝﾜｰﾙ ﾄ が

らの引き抜きを図り､ それに対してﾜﾝﾜｰﾙ ﾄ 側゙からの引き留めがあったという｡ 遠藤[2010b]8～11 ﾍﾟ

ｰ ｼﾞ､ 小島[2010153ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

7] 橋本[2009J42～43 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

8] 引頭[2011]58～66 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 橋本(2009136ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

9) 国土交通省航空局[20111289～317 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡ これとは別に2009 年12 月､ 成長戦略会議の議論と並行

し､ 大阪府､ 兵庫県､ 経済界など官民でつくる関西3 空港懇談会が3 空港の経営統合を視野に入れた一元

管理化に関する会合を開催した｡ 一方､2010 年11 月には､ 国土交通省が国100% 出資の事業会社( 上物会

社) と関西国際空港の土地負債を管理する土地保有会社( 下物会社) の設立を軸とした統合案を発表した｡

これは関西国際空港の土地資産と巨額負債を土地保有会社が引き継ぎ､ 統合運営会社に土地を貸し付け地

代を取るというものである｡ 土地保有会社は統合運営会社が67%､ 地元自治体と民間企業が33% 出資して

設立する｡ 関西国際空港･ 伊丹空港を経営統合して管理を一体的に行う｢ 統合事業運営株式会社｣ は両空

港の事業運営権売却(ｺﾝｾｯｼｮﾝ) 契約を成立させる｡ 酒井(20川72 ～73 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

10) 公企業の民営化の経緯をみると財務負担の軽減化か当該ｽｷｰﾑ の前提となっていた嫌いがある｡ そのた

めの機能分離を中心とした構造改革の取り組みに特徴があった｡ JR､ 道路公団､ 郵政事業の民営化などが

これに該当する｡ 関西2 空港の一体化と上下分離､ 運営権の民営化もこれらのｹｰｽ に類似する｡ 酒井

(2011174～76 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

11)｢ 今後の空港運営のあり方について｣( 航空政策研究会､2009 年3 月) では個々の空港毎の収支こそ示さ

れたものの試算段階といったもので､ 空港毎の｢ 経営｣ という概念はない｡ そのような中で､ わが国の空

港経営の課題は空港ｼｽﾃﾑ により効率的な｢ 経営｣ を導入し､ 経費削減や増収を通じて納税者の負担を

軽減しつつ利用者の利便性を増進させることにある｡ 引頭[2011160～64 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 酒井[2011]73ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参
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照｡ なお次表は地方管理空港の収支の開示を巡る情勢の推移をまとめたものである｡

注表1　 地方管理空港の収支の開示を巡る情勢の推移

2008 年6 月 �『経済財政改革の基本方針2008 』に｢ 地方の『空』の改革｣ 記述

2009 年7 月 �国土交通省が国管理空港の空港収支の｢ 試算｣ を開示

2009 年8 月 �衆議院選挙において民主党を中心とした政権への交代

2009 年11 月 �事業仕分け第1 弾で｢ 一般空港等整備事業（補助）｣ が対象に

2010 年8 月 �国土交通省概算要求にて空港別収支の公表が補助採択の要件に

2011 年1 月 �21の地方自治体が管理する51 の地方管理空港の収支を開示
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出所　上村［20川47 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 表1､ 参照｡

12］NC は規制緩和後効率化に取り組んでいるが､ 燃料費､ 減価償却費の負担などから単位当たりの費用の低

減はならず､ 全体の収支についても改善される結果となっていない｡ 地方空港の利用状況をみると､ 国内

線の（旧空港整備法の分類による）第1 種空港の利用者については､1995 年の6,685 万人から2000 年の

8,045万人､2006 年の9,464 万人へと増加している｡ このうち羽田空港の占める割合が圧倒的に高く､2006　

年では68% の比率となっている｡第2 種空港では1995 年の7,950 万人から2000 年の8,986万人へと増加し

ているが､ その後は低下し､2006 年に8,456 万人となった｡2006 年には2000 年から3% の低下を示した｡

第3 種空港全体の旅客利用者数は小さい｡ 1995 年の1,211 万人から2000 年の1,272 万人､2006 年の1,653　

万人へと推移している｡ 塩見［2009] 18ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

13］小熊（2010159～72 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡

14）丹治［2011129～32 ﾍﾟｰ ｼﾞ､ 参照｡
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